
【
各
論
】

『
土
芥
冠
掌
記
』
、

は
じ
め
に

『
諫
懲
後
正
』
評
者
の
思
想
に
関
す
る
一
考
察

　
　
　
　
　
　
『
武
家
勧
懲
記
』
の
引
用
か
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
小
田
　
真
裕

　
『
土
芥
憲
雌
記
』
、
『
諌
懲
後
正
』
の
作
者
・
編
者
像
は
、
二
〇
〇
三
年
度
、

二
〇
〇
五
年
度
の
日
本
社
会
史
特
論
を
通
し
て
、
様
々
な
側
面
か
ら
分
析
さ
れ

て
い
る
。
今
年
度
の
講
義
に
お
い
て
、
筆
者
が
所
属
す
る
第
二
班
は
、
尊
書
の

評
者
が
そ
れ
ぞ
れ
、
家
中
の
仕
置
や
藩
政
重
視
（
『
土
芥
底
古
記
』
）
、
幕
府
役

職
へ
の
注
目
や
公
儀
務
め
重
視
（
『
諌
懲
後
楽
』
）
と
い
う
観
点
か
ら
論
を
展
開

し
て
い
る
と
指
摘
し
た
。
し
か
し
、
両
書
の
参
照
関
係
を
懐
疑
的
に
捉
え
る
意

見
（
矢
森
）
や
、
あ
る
大
名
の
項
で
用
い
ら
れ
た
文
言
が
一
方
の
書
で
は
別
な

大
名
の
項
に
転
用
さ
れ
る
例
が
み
ら
れ
る
と
い
う
指
摘
（
小
関
）
が
示
さ
れ
て

い
る
。
ま
た
、
現
時
点
で
は
『
武
家
勧
懲
記
』
や
、
他
の
大
名
評
判
記
の
検
討

が
不
十
分
な
た
め
、
各
書
独
自
の
記
載
箇
所
が
明
ら
か
で
な
い
。
つ
ま
り
、
特

徴
的
な
記
述
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
が
評
者
の
思
想
を
示
す
も
の
か
、
他

書
か
ら
の
又
引
き
か
を
判
別
出
来
な
い
の
で
あ
る
。

　
右
の
課
題
を
克
服
す
る
為
に
、
本
稿
は
『
武
家
勧
懲
記
』
、
『
土
芥
冠
離
記
』
、

『
諌
懲
後
正
』
に
共
通
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
大
名
に
つ
い
て
、
詩
書
の

記
述
を
対
照
し
、
新
規
の
加
筆
箇
所
を
措
定
す
る
。
そ
し
て
『
土
芥
憲
離
記
』
、

『
諌
懲
後
正
』
の
評
者
の
思
想
的
特
徴
を
考
察
し
、
今
後
、
他
の
大
名
評
判
記

と
の
関
係
を
検
討
す
る
際
の
素
材
に
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

評
以
外
の
記
載

本
稿
が
分
析
の
対
象
と
す
る
、
三
碧
に
共
通
し
て
記
載
さ
れ
て
い
る
大
名
は
、

後
掲
の
表
に
掲
げ
た
三
〇
大
名
で
あ
る
。
本
節
で
は
、
評
者
像
を
分
析
す
る
前

提
と
し
て
、
本
文
同
士
の
相
違
を
検
討
す
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
大
名
評
判
記
は
、

本
文
を
踏
ま
え
て
評
者
が
論
じ
る
と
い
う
形
式
を
採
っ
て
い
る
た
め
、
本
文
の

異
な
る
評
判
記
か
ら
は
、
評
を
そ
の
ま
ま
引
用
す
る
こ
と
が
難
し
い
。
つ
ま
り
、

同
じ
大
名
に
関
す
る
評
が
異
な
っ
て
い
て
も
、
そ
れ
が
評
者
の
思
想
的
相
違
に

起
因
す
る
以
外
に
、
本
文
同
士
の
差
異
に
由
来
す
る
場
合
が
考
え
ら
れ
る
。
ま

た
、
『
武
家
勧
懲
記
』
が
作
成
さ
れ
た
延
宝
三
（
一
六
七
五
）
年
か
ら
、
『
諌
懲

後
正
』
が
作
成
さ
れ
た
元
禄
一
四
（
一
七
〇
一
）
年
ま
で
の
二
六
年
間
に
起
き

た
出
来
事
や
、
大
名
自
身
の
方
針
転
換
と
い
っ
た
、
作
成
時
期
の
差
に
留
意
す

る
必
要
も
あ
る
。

　
表
に
示
し
た
よ
う
に
、
『
武
家
勧
懲
記
』
と
『
諌
懲
後
正
』
を
比
較
す
る
と
、

本
文
が
ほ
ぼ
一
致
し
て
い
る
大
名
が
多
く
、
前
者
の
記
述
を
後
者
が
否
定
し
て

い
る
例
は
極
め
て
少
な
い
。
後
者
に
お
い
て
削
除
さ
れ
た
内
容
も
、
大
半
は
『
武

家
勧
懲
記
』
で
大
名
評
価
の
参
考
と
し
て
挙
が
っ
て
い
た
、
当
該
大
名
の
父
に

関
す
る
情
報
や
、
執
政
に
際
し
て
家
臣
が
後
見
し
た
り
、
他
大
名
が
助
言
し
て

い
る
と
い
う
内
容
で
あ
る
。
こ
の
要
因
と
し
て
は
、
延
宝
三
年
時
に
若
年
だ
っ

た
大
名
が
、
成
長
後
の
元
禄
一
四
年
に
は
直
仕
置
を
行
う
と
い
っ
た
時
期
差
に

よ
る
実
態
の
変
化
も
考
え
ら
れ
る
。
「
今
大
禄
ト
ナ
リ
テ
」
の
「
今
」
を
削
除
し

「
大
禄
ト
ナ
リ
テ
」
に
変
更
し
た
り
（
土
井
利
益
）
、
『
武
家
勧
懲
記
』
の
「
近

年
」
を
そ
の
ま
ま
「
近
年
不
如
意
」
と
引
用
し
た
例
（
織
田
信
久
）
に
現
れ
て

い
る
よ
う
に
、
『
諫
懲
後
正
』
本
文
は
、
『
武
家
勧
懲
記
』
本
文
を
基
本
に
、
時

間
の
経
過
に
よ
っ
て
矛
盾
す
る
よ
う
に
な
っ
た
内
容
に
関
し
て
、
そ
の
変
化
を

反
映
さ
せ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　
次
に
、
『
諌
懲
後
言
』
本
文
で
新
た
に
加
え
ら
れ
た
内
容
を
検
討
す
る
。
若
将

ゆ
え
に
不
詳
と
さ
れ
て
い
た
行
跡
に
関
す
る
記
述
以
外
で
は
、
文
武
の
嗜
み
や

勤
行
（
「
勤
候
」
）
な
ど
、
『
武
家
勧
懲
記
』
で
も
他
大
名
の
項
で
は
記
さ
れ
て

い
た
内
容
を
、
当
該
大
名
に
つ
い
て
も
新
た
に
記
載
し
て
い
る
例
が
あ
る
。
情

報
源
や
根
拠
は
不
明
だ
が
、
こ
れ
ら
文
武
・
生
得
・
行
跡
・
勤
行
な
ど
が
、
『
武

家
勧
懲
記
』
・
『
諌
懲
後
正
』
で
と
も
に
記
載
す
る
べ
き
要
素
と
考
え
ら
れ
て
い

た
こ
と
が
分
か
る
。
ま
た
、
『
武
家
勧
懲
記
』
作
成
後
の
出
来
事
と
考
え
ら
れ
る
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内
容
と
し
て
、
世
間
の
風
聞
や
、
勝
手
不
如
意
に
関
す
る
記
述
が
追
加
さ
れ
て

い
る
。
特
に
勝
手
不
如
意
は
、
『
土
芥
憲
雌
記
』
に
み
ら
れ
な
い
内
容
も
含
ま
れ

て
い
る
。
『
轟
轟
後
刷
』
本
文
の
特
徴
と
し
て
、
勝
手
向
に
関
す
る
記
述
の
詳
細

さ
を
指
摘
し
た
い
。

　
一
方
、
『
土
芥
玉
出
記
』
も
『
武
家
勧
懲
記
』
本
文
を
そ
の
ま
ま
引
用
し
た
り
、

「
若
年
」
を
「
若
年
之
比
ヨ
リ
」
と
訂
正
し
て
引
用
す
る
な
ど
（
松
平
淡
路
守

源
定
直
）
、
本
文
は
『
武
家
勧
懲
記
』
か
ら
大
き
な
影
響
を
受
け
て
い
る
。
し
か

し
、
『
武
家
勧
懲
記
』
、
『
諌
懲
後
正
』
両
書
で
注
目
さ
れ
て
い
な
い
内
容
も
記

さ
れ
て
い
る
。
そ
の
ひ
と
つ
が
、
浪
人
の
多
さ
や
家
老
に
よ
る
執
政
の
様
子
な

ど
の
、
家
中
の
動
向
に
関
す
る
記
述
で
あ
る
。
津
軽
信
政
の
項
で
は
、
信
政
が

山
鹿
素
行
を
寵
愛
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
、
信
政
が
古
来
の
家
老
を
退
け
、

家
中
が
二
分
し
て
い
る
と
い
う
観
点
に
引
き
付
け
て
記
し
て
い
る
。
『
土
芥
冠
戦

記
』
本
文
に
は
、
家
中
と
い
う
視
点
が
前
面
に
押
し
出
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

ま
た
、
文
武
の
嗜
み
に
関
し
て
『
武
家
勧
懲
記
』
の
内
容
を
訂
正
し
て
い
る
箇

所
が
あ
る
が
、
そ
の
際
に
「
儒
医
且
学
者
等
雨
湿
徊
」
（
藤
堂
高
久
）
、
「
長
者

ヲ
招
キ
、
兵
術
ヲ
聞
フ
」
（
織
田
信
久
）
な
ど
の
根
拠
を
示
し
て
い
る
。
『
武
家

勧
懲
記
』
に
記
さ
れ
て
い
な
い
新
情
報
と
し
て
旧
記
・
記
録
・
軍
書
・
儒
書
と

い
っ
た
書
物
の
集
積
を
挙
げ
た
り
、
先
に
述
べ
た
津
軽
信
政
を
学
問
の
質
と
い

う
面
か
ら
批
判
し
て
い
る
よ
う
に
、
『
土
芥
心
良
記
』
本
文
の
特
徴
と
し
て
、
文

武
、
就
中
、
文
道
に
つ
い
て
詳
細
な
記
述
を
し
て
い
る
点
を
指
摘
す
る
。

　
そ
れ
で
は
、
『
土
芥
憲
雌
記
』
本
文
か
ら
『
諌
懲
後
書
』
本
文
へ
の
影
響
は
あ

っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
本
稿
で
は
、
他
の
大
名
評
判
記
を
分
析
し
て
い
な
い
た
め

結
論
を
示
す
こ
と
は
出
来
な
い
が
、
見
通
し
を
含
め
て
二
点
述
べ
る
。

①
書
物
の
集
積
や
学
問
の
内
容
（
特
に
兵
法
・
軍
学
）
に
つ
い
て
。
『
武
家
勧
懲

　
記
』
は
言
及
が
少
な
い
。
表
中
に
は
、
『
土
芥
憲
離
宮
』
が
『
武
家
勧
懲
記
』

　
本
文
を
踏
襲
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
『
三
思
後
正
』
が
書
物
の
集
積
に

　
つ
い
て
新
た
に
記
載
し
て
い
る
事
例
が
あ
る
。
『
諌
懲
後
正
』
は
『
武
家
勧
懲

　
記
』
本
文
を
そ
の
ま
ま
引
用
し
、
『
土
芥
冠
離
記
』
で
修
正
さ
れ
た
情
報
を
踏

　
ま
え
て
い
な
い
場
合
も
あ
り
、
情
報
の
正
確
さ
に
つ
い
て
留
保
が
必
要
だ
が
、

　
『
武
家
勧
懲
記
』
に
比
し
て
、
他
の
直
書
で
は
書
物
や
兵
法
・
軍
学
へ
の
関

　
心
が
高
い
こ
と
は
確
実
で
あ
る
。

②
『
諫
懲
後
膨
』
本
文
が
『
土
芥
逡
騰
記
』
を
参
照
し
て
い
る
か
と
い
う
点
に

　
つ
い
て
。
津
軽
信
政
に
関
す
る
本
文
を
比
較
す
る
と
、
『
諌
懲
後
門
』
は
山
鹿

　
素
行
に
関
す
る
記
述
は
無
い
が
、
信
政
の
軍
学
志
向
を
『
武
家
勧
懲
記
』
本

　
文
に
加
え
て
い
る
。
両
者
の
引
用
関
係
は
不
明
だ
が
、
『
土
芥
憲
章
記
』
本
文

　
が
『
武
家
勧
懲
記
』
本
文
に
追
加
し
た
情
報
に
は
、
『
諌
省
営
正
』
本
文
の
作

　
者
も
知
っ
て
い
た
内
容
が
あ
る
。

二
　
評
の
記
載

　
本
節
で
は
、
前
節
で
検
討
し
た
本
文
の
相
違
を
踏
ま
え
三
書
の
評
を
対
照
さ

せ
る
こ
と
で
、
評
者
の
特
徴
を
分
析
す
る
。

　
評
に
お
い
て
も
本
文
と
同
様
に
、
『
武
家
勧
懲
記
』
と
一
致
す
る
箇
所
は
『
諌

懲
後
正
』
の
方
が
『
土
芥
憲
藍
碧
』
よ
り
も
多
い
。
ま
た
、
本
文
に
つ
い
て
論

じ
る
と
い
う
評
の
文
言
自
体
が
『
武
家
勧
懲
記
』
か
ら
の
引
用
と
い
う
場
合
が

両
書
と
も
に
散
見
す
る
。
し
か
し
、
本
文
自
体
が
『
武
家
勧
懲
記
』
と
一
致
し

て
い
れ
ば
、
内
容
は
矛
盾
し
な
い
。
こ
の
場
合
は
、
む
し
ろ
本
文
同
士
の
相
関

関
係
に
よ
っ
て
評
が
一
致
し
た
と
捉
え
る
べ
き
で
あ
る
。
た
だ
、
『
豊
津
後
正
』

の
評
は
、
『
武
家
勧
懲
記
』
か
ら
の
引
用
と
新
情
報
の
区
別
を
明
示
し
て
い
る
場

合
が
多
い
。
例
え
ば
、
松
平
定
重
の
評
で
は
、
『
武
家
勧
懲
記
』
評
と
同
文
を
記

し
た
直
後
に
、
「
今
定
重
…
」
と
『
武
家
勧
懲
記
』
成
立
以
後
の
情
報
を
追
加
し
、

論
を
加
え
て
い
る
。
ま
た
、
本
文
に
情
報
が
追
加
さ
れ
た
大
名
の
項
で
は
、
『
武

家
勧
懲
記
』
評
と
同
文
を
記
し
て
『
角
書
後
馬
』
本
文
の
う
ち
『
武
家
勧
懲
記
』

と
共
通
す
る
要
素
に
つ
い
て
論
じ
た
後
、
「
駐
日
本
文
ノ
末
…
」
と
追
加
要
素
に

つ
い
て
論
じ
る
こ
と
で
『
諌
懲
後
正
』
本
文
に
つ
い
て
の
評
を
成
立
さ
せ
て
い

る
。
こ
う
し
た
記
載
様
式
か
ら
は
、
『
三
型
後
正
』
評
者
が
読
者
と
し
て
『
武
家

勧
懲
記
』
の
内
容
を
知
っ
て
い
る
人
々
を
想
定
し
て
い
る
こ
と
が
窺
え
る
。
　
↓

方
、
『
土
芥
冠
雌
記
』
に
も
『
武
家
勧
懲
記
』
の
評
が
多
く
引
用
さ
れ
て
い
る
が
、

新
た
な
例
示
や
情
報
を
途
中
に
挿
入
し
て
い
る
よ
う
に
、
引
用
を
明
示
す
る
意

図
は
窺
え
な
い
。
つ
ま
り
、
他
の
大
名
評
判
記
を
前
提
と
せ
ず
に
『
土
芥
冠
儲
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記
』
単
独
で
成
立
し
う
る
体
裁
を
整
え
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
次
に
、
本
文
に
記
載
が
無
い
、
両
面
の
評
者
が
独
自
に
加
え
た
情
報
を
検
討

す
る
。
『
土
芥
憲
雌
記
』
で
は
、
藤
堂
高
久
の
「
東
叡
山
御
座
之
間
警
護
」
、
「
今

上
杉
家
ハ
、
臣
ノ
威
強
シ
」
と
い
う
沙
汰
（
上
杉
綱
憲
）
、
津
軽
家
の
家
老
の
執

政
、
分
部
信
政
の
「
臣
ハ
、
忠
臣
ト
云
ベ
シ
」
と
い
う
内
容
な
ど
が
該
当
す
る
。

第
一
班
が
報
告
し
た
よ
う
に
、
『
諌
詳
言
正
』
に
も
家
臣
に
関
す
る
記
述
は
見
受

け
ら
れ
る
。
た
だ
、
そ
の
指
摘
に
あ
る
よ
う
に
、
「
出
頭
人
」
や
「
渡
り
侍
」
、

「
浪
人
」
に
関
す
る
記
述
は
『
土
芥
底
書
記
』
に
比
し
て
少
な
い
。
『
武
家
勧
懲

記
』
も
含
め
た
そ
れ
ぞ
れ
の
成
立
時
期
を
考
慮
す
る
と
、
『
土
芥
竃
転
記
』
評
者

が
、
大
名
家
中
の
あ
り
方
に
深
い
関
心
を
抱
い
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、

『
土
芥
窪
書
記
』
評
者
は
水
野
忠
直
に
つ
い
て
、
加
助
騒
動
を
受
け
て
一
揆
と

の
関
係
か
ら
論
じ
て
い
る
（
『
「
土
芥
窟
雌
記
」
の
基
礎
的
研
究
』
所
収
の
山
田

論
文
参
照
）
。
し
か
し
、
『
諌
懲
言
忌
』
は
、
こ
の
点
に
一
切
言
及
し
な
い
。
ま

た
、
織
田
信
久
は
、
元
禄
期
以
前
か
ら
続
く
藩
財
政
の
危
機
に
よ
っ
て
、
領
内

で
元
禄
↓
二
（
一
六
九
九
）
年
に
支
配
替
え
を
要
求
す
る
駕
籠
訴
が
起
こ
っ
て

い
る
。
し
か
し
、
『
諌
懲
後
正
』
評
者
は
」
揆
に
言
及
せ
ず
、
内
証
不
如
意
の
理

由
と
し
て
「
公
勤
私
用
訪
尋
之
節
義
」
を
挙
げ
て
本
文
の
批
判
を
懐
柔
し
た
『
武

家
勧
懲
記
』
の
評
を
引
用
し
て
い
る
。
　
一
方
、
『
土
芥
冠
旧
記
』
評
者
は
「
公
勤

私
用
訪
尋
之
節
義
」
に
言
及
せ
ず
、
奢
り
を
原
因
と
捉
え
、
好
智
と
い
う
大
名

の
資
質
を
批
判
し
て
い
る
。
評
者
が
、
「
公
勤
私
用
」
と
い
う
側
面
が
内
証
不
如

意
に
影
響
し
う
る
こ
と
を
知
ら
な
い
と
は
考
え
ら
れ
ず
、
よ
り
藩
政
を
重
視
し

て
い
る
故
の
評
価
と
考
え
ら
れ
る
。

　
こ
の
点
に
関
し
て
、
『
諌
積
習
正
』
評
者
が
、
内
証
不
如
意
の
理
由
を
詳
細
に

記
し
て
い
る
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。
本
文
に
加
わ
っ
た
内
証
不
如
意
の
情
報
に

つ
い
て
、
佐
竹
義
処
の
項
で
は
「
近
年
打
続
類
火
」
毎
の
普
請
、
息
女
縁
辺
の

支
度
を
、
有
馬
頼
元
の
項
で
は
火
難
、
「
近
年
倹
約
ト
イ
へ
共
、
物
事
大
様
ナ
リ

ト
」
い
う
伝
聞
を
記
し
て
い
る
。
ま
た
松
平
光
永
の
項
は
、
本
文
で
は
財
政
面

に
つ
い
て
記
さ
れ
て
い
な
い
が
、
評
者
は
世
間
の
出
合
を
禁
じ
内
証
不
如
意
を

避
け
た
「
遠
慮
ノ
仕
置
」
を
記
し
、
高
い
評
価
を
与
え
て
い
る
。
こ
の
他
に
、

国
替
・
普
請
（
西
尾
忠
成
）
も
理
由
と
し
て
挙
げ
て
い
る
。
『
聴
器
後
正
』
評
者

は
、
大
名
の
財
政
面
に
強
い
関
心
を
抱
い
て
い
る
。
そ
の
際
、
財
政
難
か
ら
必

ず
し
も
大
名
の
資
質
を
批
判
せ
ず
、
様
々
な
面
で
の
出
費
が
あ
る
こ
と
を
当
然

視
し
て
い
る
こ
と
は
、
当
意
が
第
二
回
報
告
で
指
摘
し
た
公
儀
勤
め
重
視
と
い

う
『
諫
懲
後
憂
』
評
者
の
特
徴
と
合
致
す
る
（
［
総
論
］
参
照
）
。
こ
う
し
た
認

識
ゆ
え
に
、
財
政
面
で
成
功
し
て
い
る
大
名
は
高
い
評
価
を
与
え
ら
れ
る
。

　
ま
た
、
例
示
や
引
用
書
の
特
徴
か
ら
は
、
『
土
芥
憲
離
記
』
評
者
が
兵
学
の
影

響
を
強
く
受
け
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
は
既
に
『
研
究
』
所
収
の
綱
川

論
文
が
指
摘
し
て
い
る
点
だ
が
、
別
表
の
よ
う
に
『
能
芸
後
正
』
は
『
武
家
勧

懲
記
』
評
に
お
け
る
書
物
の
引
用
を
そ
の
ま
ま
受
け
継
い
で
い
る
の
に
対
し
、

『
土
芥
魚
卵
記
』
で
は
更
に
例
示
を
増
加
さ
せ
て
い
る
事
例
が
あ
る
。
武
田
勝

頼
や
細
川
清
浄
を
比
較
の
素
材
と
し
た
り
（
水
野
忠
直
、
溝
口
記
憶
）
、
「
神
書

軍
法
」
に
つ
い
て
紹
介
す
る
（
鍋
島
直
之
）
な
ど
の
兵
学
書
あ
る
い
は
軍
記
物

に
由
来
す
る
と
考
え
ら
れ
る
引
用
は
、
他
二
つ
の
大
名
評
判
記
で
は
当
該
大
名

の
項
に
は
み
ら
れ
な
い
。
評
者
の
学
問
受
容
に
つ
い
て
は
、
自
己
の
問
題
意
識

に
合
わ
せ
た
学
問
受
容
と
い
う
指
摘
（
小
関
）
が
あ
る
。
今
後
、
他
の
大
名
評

判
記
も
含
め
て
、
検
討
を
重
ね
て
い
く
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

お
わ
り
に

　
最
後
に
、
『
土
芥
憲
下
記
』
お
よ
び
『
諌
懲
読
響
』
評
者
の
論
調
か
ら
、
思
想

的
特
徴
を
指
摘
す
る
。

　
ま
ず
、
歌
道
の
位
置
付
け
に
つ
い
て
。
前
者
で
は
「
歌
道
ハ
ナ
シ
ト
モ
苦
シ

カ
ラ
ジ
…
少
シ
心
得
ザ
ル
モ
、
田
夫
ニ
シ
テ
ロ
惜
」
（
石
川
昌
勝
）
と
さ
れ
て
い

る
よ
う
に
、
大
名
の
詠
歌
は
必
要
不
可
欠
と
捉
え
ら
れ
て
い
な
い
。
　
一
方
、
後

者
は
主
将
の
慰
み
の
第
一
（
毛
利
綱
元
）
と
さ
れ
て
い
る
。
と
も
に
主
将
の
本

質
で
な
い
と
い
う
点
で
土
ハ
通
し
て
い
る
が
、
後
者
で
は
風
雅
も
必
要
と
さ
れ
て

い
る
。

　
二
点
目
に
、
理
想
と
す
る
藩
政
の
あ
り
方
が
異
な
っ
て
い
る
点
を
挙
げ
ら
れ

る
。
前
者
で
は
、
若
年
時
に
家
老
ら
が
政
道
を
執
行
す
る
こ
と
は
否
定
さ
れ
な

い
が
、
年
を
経
て
も
大
名
が
政
事
に
携
わ
ら
な
い
場
合
は
批
判
の
対
象
と
な
る

薮唱



（
上
杉
綱
憲
）
。
合
議
で
は
な
く
、
「
家
臣
二
任
ゼ
ラ
ル
＼
事
不
可
ト
ス
ベ
キ
者

か
」
（
有
馬
頼
元
）
と
い
う
よ
う
に
、
大
名
の
資
質
と
し
て
政
事
能
力
を
重
視
し

て
い
る
。
藩
主
直
仕
置
を
評
価
す
る
視
点
か
ら
、
出
頭
人
は
否
定
さ
れ
、
家
老

に
つ
い
て
の
情
報
も
詳
し
く
記
さ
れ
て
い
る
。
対
し
て
、
『
諌
懲
後
事
』
は
出
頭

人
へ
の
評
価
が
寛
容
（
津
軽
信
政
）
で
あ
る
。
ま
た
、
第
一
班
に
よ
る
と
、
大

名
成
長
後
に
家
臣
が
政
道
を
執
行
し
て
い
た
場
合
も
、
そ
の
内
容
次
第
で
肯
定

的
評
価
を
与
え
て
い
る
事
例
が
多
い
。
こ
の
相
違
は
、
『
武
家
勧
懲
記
』
・
『
諌

懲
後
正
』
の
二
書
と
、
『
土
芥
憲
離
記
』
評
で
対
照
的
で
あ
る
。

　
本
稿
は
、
同
一
大
名
の
記
述
を
対
照
す
る
作
業
を
通
じ
て
、
『
土
芥
三
三
記
』
、

『
諌
三
三
正
』
の
評
者
像
を
検
討
し
た
。
そ
の
結
果
、
当
班
［
総
論
］
に
示
さ

れ
た
、
家
中
の
仕
置
や
藩
政
重
視
（
『
土
芥
窟
旧
記
』
）
1
幕
府
役
職
へ
の
注
目
、

公
儀
務
め
重
視
（
『
諌
懲
後
正
』
）
と
い
う
主
張
を
補
強
す
る
結
果
が
得
ら
れ
た
。

本
稿
の
分
析
結
果
を
加
え
る
と
、

・
　
『
土
芥
冠
離
記
』
評
者
…
家
中
・
藩
政
重
視
、
直
仕
置
し
う
る
政
事
能
力

　
を
重
視

・
　
『
諌
懲
後
正
』
評
者
…
公
儀
務
め
重
視
、
他
の
大
名
と
の
関
係
・
幕
政
と

　
の
関
わ
り
を
踏
ま
え
た
藩
政
を
理
想
視

と
い
う
差
異
が
指
摘
出
来
る
。

　
こ
の
要
因
に
つ
い
て
は
、
さ
ら
な
る
検
討
が
必
要
だ
が
、
本
稿
は
『
土
芥
冠

灘
記
』
評
者
が
兵
学
書
や
軍
記
物
か
ら
様
々
な
武
将
の
例
を
引
用
し
て
い
る
こ

と
に
注
目
し
た
い
。
『
諌
懲
後
正
』
評
者
は
、
勝
手
不
如
意
な
ど
藩
政
面
か
ら
は

失
政
と
い
え
る
事
態
を
武
将
の
資
質
と
直
結
さ
せ
ず
、
様
々
な
要
因
に
言
及
し

た
上
で
主
将
の
資
質
を
論
じ
て
い
る
。
幕
藩
体
制
と
い
う
枠
組
み
を
踏
ま
え
、

そ
の
秩
序
に
適
合
的
な
武
将
像
と
い
う
側
面
か
ら
評
を
展
開
し
て
い
る
。
一
方
、

『
土
芥
憲
雛
記
』
評
者
は
、
古
今
の
武
将
を
当
該
期
の
大
名
と
比
較
し
て
い
る
。

評
者
は
、
当
時
を
泰
平
の
御
世
と
捉
え
て
お
り
、
『
太
平
記
』
の
時
代
や
戦
国
の

世
と
は
異
な
っ
て
い
る
こ
と
を
認
識
し
て
い
る
。
し
か
し
、
時
代
性
を
考
慮
し

た
読
み
替
え
を
し
つ
つ
も
、
普
遍
的
な
武
将
・
主
君
像
か
ら
論
を
展
開
し
て
い

る
の
で
あ
る
。

　
二
〇
〇
五
年
度
講
義
に
お
け
る
各
班
の
報
告
で
は
、
『
諌
懲
後
正
』
と
『
武
家

勧
懲
記
』
の
類
似
点
が
注
目
さ
れ
る
一
方
、
『
諫
懲
後
追
』
と
『
土
芥
逡
離
記
』

の
相
違
点
が
強
調
さ
れ
て
き
た
。
本
稿
で
検
討
し
た
、
『
諌
懲
後
鞘
』
が
『
武
家

勧
懲
記
』
の
記
述
を
変
更
し
た
部
分
へ
の
注
目
は
、
元
禄
期
に
編
纂
さ
れ
た
二

つ
の
大
名
評
判
記
の
共
通
性
を
探
る
意
図
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
『
武
家
勧
懲
記
』

と
元
禄
期
に
作
成
さ
れ
た
二
つ
の
評
判
記
の
比
較
を
通
じ
、
時
期
を
追
う
な
か

で
新
た
に
記
載
さ
れ
る
要
素
や
、
大
名
の
評
価
基
準
が
多
様
化
・
細
分
化
し
て

い
く
様
相
が
窺
え
た
。
今
後
、
他
の
大
名
評
判
記
も
視
野
に
入
れ
て
、
各
評
者

の
特
徴
、
さ
ら
に
は
時
代
性
を
捉
え
て
い
く
こ
と
が
課
題
で
あ
る
。

餅憾
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